
  要保存！   

  地震・風水害等の警報発令時における児童の安全確保について 

 

 状況 保護者の対応 学校の対応 給食関係 

 

 

登 

 

 

校 

 

 

前 

午前6時の段階で 

 暴風警報発令中 

 大雪警報発令中 

 暴風雪警報発令中 

 特別警報発令中 

 降灰予報 

震度５強以上地震発生 

 

 

￥ 

 警戒宣言発令時 

 

   ※神奈川県東部 

○テレビ・ラジオ等により、情報を正確に把握し 

 て、児童を登校させない。 

 ※横浜地方気象台へダイヤルすれば、警報の有 

  無がすぐに確認できる。 

  ＴＥＬ：６２３－５８９９ 

（横浜市防災情報のホームページ） 

 http://www.city.yokohama.jp/me/shobo/kikikanri/ 

○臨時休校 

※学校から連絡しない 

全市 

一斉 

中止 

午前6時の段階で 

 洪水警報発令中 

 大雨警報発令中 

 震度４程度の地震発生 

    ※神奈川県東部 

○平常通り登校 

 ただし、場所によっては登校させるかどうか 

保護者が判断する。 

○下校については、状況によりＰＴＡ校外委員会 

 の連絡網及びメール配信で学校の対応等を連絡 

することもあるので、連絡を待って行動する。 

○遅れて登校しても 

 遅刻扱いとしない。 

○登校しなくても 

 欠席扱いとしない。 

原則として給食実施 

※やむをえず中止にな

る場合もある。 

在 

 

校 

 

中 

 暴風・大雪警報発令時 

 大雨・洪水警報発令時 

 特別警報発令時 

 降灰予報発令時 

 震度５強程度の地震発生 

（ライフライン等に異常なし） 

   ※神奈川県東部 

○状況により校長が判断し、ＰＴＡ校外委員会の 

 連絡網及びメール配信にて連絡するので待機する。 

○学校長が下校不可能と判断した場合…一時待機 

○学校長が状況により次のいずれかの方法をとる。 

 ①保護者に直接引き渡す 

 ②集団下校 

 ③通常下校 

 ※②，③についてはＰＴＡ校外員会の連絡網及びメール配信にて連絡する。 

 ※留守家庭児童は留めておくこともあります。 

給食物資の関係で 

当日の給食は中止 

になる場合がある。 

 震度５強以上の地震発生 

 震度４程度の地震発生 

（ライフライン等に異常あり） 

 警戒宣言発令時 

○学校での引き渡しになるため、学校に来て児童 

 を引き取る。 

○児童を学校に留めおく 

○保護者に直接引き渡す 

 


